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令和 ７ 年 １２ 月 ●日  

 

三重 県 知 事  一  見  勝  之  様  

 

三重 県 公 文書 等 管理 審 査 会  

委員 長   原  田  大  樹  

 

令 和 ８ 年 度 の 廃 棄 予 定 の 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て

（回 答 ）  

令 和 ７ 年 １ ０ 月 ３ １ 日 付 け 総 務 第 １ ５ － ２ ４ 号 で 依 頼 の あ り ま

した こ の こと に つい て 、「 令和 ８ 年度 廃 棄 予定 公 文書 フ ァ イル 等 一覧 」

に 掲 げ る 公文 書 ファ イ ル 等 は 、 別紙 の も のを 除 き、 三 重 県公 文 書等

管理 条 例 （令 和 元年 三 重 県条 例 第 ２ ５ 号 ）第 ２ 条第 ３ 項 の歴 史 公文

書等 に 該 当 し な いも の と 考え ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


